
市民生活部生活課　48-3507

消費生活 
相談の 
窓口 

問い合わせ 

長期にわたる高額エステの契約は慎重に 長期にわたる高額エステの契約は慎重に 

      
ど
う
い
う
事
業
な
の
？
 

 　
市
民
の
み
な
さ
ま
が「
自
ら

考
え
」
、「
自
ら
行
う
」
活
動
に

対
し
て
補
助
金
を
交
付
し
、
地

域
の
活
性
化
を
図
り
、
パ
ワ
フ

ル
加
東
の
実
現
を
目
指
す
た
め

に
、
平
成
十
九
年
度
か
ら
市
が

実
施
す
る
事
業
で
す
。
 

　
補
助
金
の
対
象
と
な
る
活
動

は
、
応
募
さ
れ
た
活
動
の
中
か
ら
、

審
査
を
経
て
決
定
さ
れ
ま
す
。
 

 
応
募
は
誰
が
で
き
る
の
？
 

 　
こ
の
補
助
金
の
対
象
者
は
、

市
内
の
自
治
会
や
各
種
団
体
な

ど
で
す
。
ど
う
い
う
事
業
な
の
？
 

 
対
象
と
な
る
事
業
と
は
？
 

 　
こ
の
補
助
金
の
対
象
と
な
る

活
動
は
、
次
の
よ
う
な
活
動
で
す
。
 

 ◆
市
の
歴
史
や
自
然
、
産
業
、

文
化
等
の
啓
発
、
伝
承
を
促

進
す
る
活
動
 

◆
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
推

進
に
関
す
る
活
動
で
地
域
の

活
性
化
が
図
ら
れ
る
も
の
　
 

 ※
平
成
十
九
年
度
か
ら
新
た
に
取
り

　
組
ま
れ
る
事
業
を
優
先
し
ま
す
。
 

 ※
営
利
を
目
的
と
す
る
も
の
、
政
治

　
ま
た
は
宗
教
的
な
普
及
活
動
等
に

　
は
補
助
金
は
交
付
し
ま
せ
ん
。
 

      
補
助
金
の
額
は
い
く
ら
？
 

 　
一
団
体
に
つ
き
、
対
象
経
費

の
二
分
の
一
の
額
と
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、
三
十
万
円
を
上
限
と

し
ま
す
。
ど
う
い
う
事
業
な
の
？
 

 ※
認
定
さ
れ
た
団
体
が
多
数
あ
る
場

合
は
、
補
助
金
の
額
が
少
な
く
な
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
 

 
対
象
経
費
は
ど
う
い
う
も
の
？
 

 　
対
象
経
費
は
、
支
出
額
か
ら

参
加
費
な
ど
の
金
額
を
控
除
し

た
額
と
な
り
ま
す
。
 

 【
対
象
と
な
る
支
出
】
 

 ◆
会
議
費（
準
備
打
合
せ
会
等
）
 

 ◆
会
場
使
用
料
 

 ◆
消
耗
品
費（
用
紙
代
、文
房
具
代
）
 

 ◆
印
刷
製
本
費（
チ
ラ
シ
印
刷
、

　
プ
ロ
グ
ラ
ム
印
刷
）
ど
う
い
う
 

 
い
つ
活
動
す
れ
ば
い
い
の
？
 

 　
活
動
は
、
平
成
二
十
年
三
月
ま

で
に
終
了
す
る
も
の
と
し
ま
す
。 

 
応
募
方
法
は
？
 

 　
所
定
の
提
案
用
紙（
Ａ
４
用

紙
一
枚
）に
必
要
事
項
を
記
入

の
う
え
、
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
 

  

      
提
案
用
紙
は
ど
こ
に
あ
る
の
？
 

 　
企
画
政
策
課（
社
庁
舎
）
、各
庁

舎
窓
口
セ
ン
タ
ー
ま
た
は
加
東

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
り
ま
す
。
 

　
加
東
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
新

着
ニ
ュ
ー
ス
」の「
ま
ち
づ
く
り

活
動
を
募
集
し
ま
す
」の
ペ
ー

ジ
か
ら
提
案
用
紙
を
ダ
ウ
ン
ロ

ー
ド
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
 

 
い
つ
応
募
す
れ
ば
い
い
の
？
 

 　
平
成
十
九
年
五
月
三
十
一
日

ま
で
に
提
案
用
紙
を
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。
 

 
提
出
･
問
い
合
わ
せ
先
は
？
 

 　
企
画
部
企
画
政
策
課（
社
庁
舎
）
 

 
　
　
４
３
・
０
３
８
８
 

 
そ
の
他
の
大
事
な
こ
と
 

 ◆
結
果
は
六
月
下
旬
頃
、
市
か
ら

直
接
通
知
し
ま
す
。
 

◆
応
募
さ
れ
た
活
動
に
つ
い
て
は
、

認
定
審
査
会
に
お
い
て
審
査
を

行
い
ま
す
。
 

◆
審
査
会
に
お
い
て
、
応
募
団
体

の
方
に
、
活
動
内
容
の
簡
単
な

説
明
を
行
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
 

◆
審
査
会
の
日
程
に
つ
い
て
は
、

応
募
団
体
に
直
接
通
知
し
ま
す
。
 

　
 

    　
平
成
七
年
か
ら
六
期
十
二
年

に
わ
た
り
行
政
相
談
委
員
と
し

て
お
世
話
に
な
っ
た
飯
田
謙
二

さ
ん
（
横
谷
）
の
後
任
と
し
て
、

四
月
一
日
か
ら
、
藤
原
文
子
さ

ん
（
厚
利
）
が
新
し
い
行
政
相

談
員
と
し
て
、
総
務
省
か
ら
の

委
嘱
に
よ
り
就
任
さ
れ
ま
し
た
。
 

　
藤
原
さ
ん
は
、
東
条
町
議
会

　
 

    議
員
、
加
東
市
議
会
議
員
な
ど

を
歴
任
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら

の
経
験
を
生
か
し
て
い
た
だ
き
、

行
政
の
仕
事
に
つ
い
て
、
苦
情

や
問
い
合
わ
せ
な
ど
の
相
談
を

受
け
、
解
決
へ
の
ア
ド
バ
イ
ス

を
行
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
 

　　　　 街で「無料エステ体験」を勧められた。体験後、 
1年間のエステと化粧品の購入を勧められ、断りきれず
65万円のクレジット契約をしてしまったが解約したい。 　 

　　　　　　契約金額５万円以上で、契約期間１か月を越えるエステ
　　　　サービスを契約した場合、契約書を受け取った日を含む
　　　　８日間はクーリングオフでき、期間経過後も法定の損料を
支払えば中途解約できます。 
　また、エステに必要だといわれて購入した化粧品等の「関連商品」
も、クーリングオフや中途解約ができます。 
　ただし、中途解約の場合は、受けたエステ代金と関連商品の使用
料のほか、解約損料（未使用のサービスの１割か２万円のいずれか低い額）
を払わなければなりません。中途解約が可能でも、安易な契約は避
け、本当に必要か、全体の支払は大丈夫かを慎重に考えましょう。 
　詳しいことは消費生活相談まで。 　 
■相談日　毎週水・金曜日（祝日は除く） 
■場　所　加東市役所滝野庁舎　生活課 
■相談員　消費生活アドバイザー･消費生活専門相談員 角田知子 

14

み
ん
な
で
創
ろ
う
！
き
ら
め
く
☆
加
東 

新
し
い
行
政
相
談
委
員
に
 

藤

原

文

子
さ
ん
 


